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大会申し込みにあたって 
 

 

１ 選手の参加条件 

（１）個人競技については、全国障害者スポーツ大会の選手選考を兼ねていることから、原

則全国大会に参加する意向がある方としますが、大会を通してスポーツの楽しさを体験

できる場でもあること、また、スポーツを通した社会参画や共生社会実現の観点より、

スポーツに興味、関心があり、参加を希望する方については、全国大会に参加意向がな

くても出場可とします。 

※参加申込書に全国大会への参加意向の有無について必ず記入してください。 

（２）団体競技の実施については、原則２チーム以上の申込があった競技とします。 

（３）基礎疾患や持病をお持ちの場合は、医師などに参加の可否を事前に相談してください。 

（診断書の提出は求めません） 

 

２ 昼食について 

（１）昼食が必要な場合には、各自で準備してください。また、ゴミは全てお持ち帰りい

ただきます。 

（２）役員、補助員、ボランティア以外の弁当の手配はいたしません。 

 

３ ゼッケンについて 

（１）陸上競技・フライングディスク・卓球に出場する選手は、「ゼッケン」を着用して

ください。 

（２）ゼッケンは、参加者または所属団体等が作成してください。 

【所定様式／募集要項Ｐ１０参照】 

 

４ その他 

（１）申し込み様式のデータ版が必要な方は、（公財）福島県障がい者スポーツ協会ホーム

ページよりダウンロードしてください。 

（２）陸上競技・フライングディスク・卓球に参加する選手で、車いすを利用している方は、

申込時に所定様式【別紙様式第４号】（車いす用駐車許可証申請書）を提出してくださ

い。各競技会場における駐車場の位置等については、別途お知らせします。 

（３）各競技会場において開始式を行います。 

（４）主催者が撮影した写真や大会結果(氏名・所属・記録)等については、ホームページ、

広報誌等への掲載及び報道機関へ提供することを前提としますが、不都合がある場合に

は、申し込みの際に事務局まで御連絡ください。 

（５）各競技のプログラムについては、４月下旬頃に発送を予定しております。 

（６）基本的な感染症対策の励行をお願いいたします。 
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第６４回福島県障がい者スポーツ大会開催要綱 
 

１ 目的 

  （１）障がい者がスポ－ツを通じて、心身の健康維持・増進を図るとともに積極的な社会参加と社会的

自立を促進し、あわせて県民の障がいのある方に対する理解を深める。 

  （２）本大会は、第２５回全国障害者スポ－ツ大会「青の煌めきあおもり障スポ」の個人競技の選手選

考を兼ねるものとする。 

     ただし、全国大会派遣種目、選手の決定等については、競技団体等からの推薦を受けて大会後に

開催する選考会により審議し、福島県の総合的な判断により決定する。  

 

２ 主催 

  福島県、(公財)福島県障がい者スポ－ツ協会 

 

３ 共催（予定） 

  福島市、本宮市、福島県教育委員会、(公財)福島県身体障がい者福祉協会、 

(一社)福島県手をつなぐ親の会連合会、福島県知的障害者福祉協会、 

(社福)福島市社会福祉協議会 

 

４ 後援（予定） 

  福島市教育委員会、福島市スポーツ協会 

(社福)福島県社会福祉協議会、(公財)福島県スポーツ協会、福島県特別支援学校体育連盟、 

福島民報社、福島民友新聞社、ＮＨＫ福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、 

福島放送、テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしまＦＭ 

 

５ 主管 

  県北陸上競技協会、(一社)福島県水泳連盟、福島県アーチェリー協会、福島県卓球協会、 

県北バスケットボール協会、福島県バレーボール協会、福島県視覚障がい者福祉協会、 

福島県障がい者スポーツ指導者協議会、福島県障がい者フライングディスク協会、 

福島県ボッチャ協会、福島パラ陸上競技協会、福島パラ卓球連盟、福島県障がい者サッカー連盟、 

福島県FIDバスケットボール連盟、福島県車椅子バスケットボール連盟 

 

６ 競技種目、期日及び会場 

期日 競技種目 障がい種別 会場 

５／１７ 

（日） 

水 泳 競 技 身体・知的・精神 本宮市市民プール 

バ ス ケッ トボ ール 競 技 知的 本宮市白沢体育館 

サ ッ カ ー 競 技 知的 十六沼公園サッカー場・人工芝コート 

バ レ ー ボ ー ル 競 技 身体・精神 福島市南体育館 

５／２４ 

（日） 

卓 球 競 技 身体・知的・精神 福島トヨタクラウンアリーナ・メインアリーナ 

サウンドテーブルテニス競技 身体 福島県立視覚支援学校体育館 

ア ー チ ェ リ ー 競 技 身体 白龍山アーチェリーレンジ（会津若松市） 

ボ ッ チ ャ 競 技 身体 あづま総合体育館・サブアリーナ 

車いすバスケットボール競技 

ツインバスケットボール競技 
身体 福島トヨタクラウンアリーナ・サブアリーナ 

ブラインドベースボール競技 身体 福島県立視覚支援学校グラウンド（福島市） 

５／３１ 

（日） 

陸 上 競 技 身体・知的・精神 とうほう・みんなのスタジアム 

フライングディスク競技 身体・知的・精神 あづま総合運動公園・補助陸上競技場 
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７ 出場資格・条件 

  本大会に出場できる者は、次の条件を満たす者とする。     

（１） 年齢は令和８年４月１日現在、１３歳以上で県内在住者とする。 

（２） 資格要件は次のとおりとする。 

ア 身体障害者は、身体障害者福祉法第１５条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者。 

   イ 知的障害者は、厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象

に準ずる障害のある者。 

   ウ 精神障害者は、精神保健及び精神障害福祉に関する法律第４５条により精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障害のある者。 

（３） 基礎疾患や持病をお持ちの場合は、医師などに参加の可否について予め相談すること。 

（４） 陸上競技及びフライングディスク競技については、令和８年４月１日現在１３歳未満の県内在住

者で、身体障害者福祉法第１５条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障がい

のある者及び精神障がいのある者で下記競技団体の推薦を受けた者も出場できるものとする。ただ

し、出場の際に保護者または所属等の役員が引率し、かつ、競技規則を理解している者に限る。な

お、オープン参加とするため、ゼッケンの布地の色分けを行い区分することとする。 

・陸上競技：福島パラ陸上競技協会 

・フライングディスク競技：福島県障がい者フライングディスク協会 

【注意事項】ゼッケン布地の色：陸上競技（ピンク色） フライングディスク競技（黄色） 

    ※オープン参加に係る取りまとめ競技団体：福島県特別支援学校体育連盟 

ただし、特別支援学校に所属していない者は上記の各競技団体 

   ※医師の付添を要せず、運動が可能な方 

 

８ 競技種目及び障がい区分  

別表１のとおり 

 

９ 競技運営 

  競技の運営及び競技規則は、原則として全国障害者スポーツ大会競技規則による。 

 

10 大会可否の判断 

  別紙１のとおり 

 

11 役員 

会長    福島県知事 

  副会長   福島市長 

        (公財)福島県障がい者スポーツ協会理事長  (公財)福島県身体障がい者福祉協会長 

        (一社)福島県手をつなぐ親の会連合会長   福島県知的障害者福祉協会長 

  運営委員長 福島県文化スポーツ局長 

  運営委員  次項のとおり 

 

12 運営委員会 

  大会を円滑に運営するため、関係機関・団体との連絡調整を行うとともに、大会運営に関すること、そ

の他大会開催に必要なことを審議するため運営委員会を置くこととし、委員は以下のとおりとする。 
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委員長   福島県文化スポーツ局長 

 

  総務委員 

１．県北保健福祉事務所長 

    ２．福島市市民・文化スポーツ部長 

    ３．福島市健康福祉部長 

４．（公財）福島県障がい者スポーツ協会事務局長 

    ５．（公財）福島県身体障がい者福祉協会事務局長 

    ６．福島県手をつなぐ親の会連合会副会長 

    ７．（社福）福島市社会福祉協議会長 

８. 福島県特別支援学校体育連盟会長 

９．福島県知的障害者福祉協会長 

 

  競技委員 

    １．（一財）福島陸上競技協会長          ９．（公社）福島県視覚障がい者福祉協会長  

    ２．（一社）福島県水泳連盟会長         10．（一社）福島県聴覚障害者協会長 

    ３．福島県アーチェリー協会長         11． 福島県障がい者スポーツ指導者協議会長 

    ４．（一社）福島県卓球協会長                   12． 福島パラ陸上競技協会長  

    ５．（一社）福島県バスケットボール協会長       13． 福島パラ卓球連盟会長 

    ６．福島県車椅子バスケットボール連盟会長     14． 福島県障がい者サッカー連盟会長 

    ７．福島県バレーボール協会長          15． 福島県ボッチャ協会長 

    ８．福島県障がい者フライングディスク協会長    16． 福島県ＦＩＤバスケットボール連盟会長 

 

 

【大会に関する問い合わせ先】 

〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６ 

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会（福島県文化スポーツ局スポーツ課内） 

電 話 ０２４－５２１－７８７５  ＦＡＸ ０２４－５２１－７８７９ 

メール para-sports@pref.fukushima.lg.jp                                   【協会ホームページ】 

https://dneo-ap.pref.fukushima.lg.jp/cgi-bin/dneo/zwmljs.cgi?_=1726790199836


別表１
１　陸上競技 ▲　男女別・年齢区分なし
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投

1
手部切断
片前腕切断または、片上肢不完全
片上腕切断または、片上肢完全

◎ ◎ 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 　

2
両前腕切断または、片前腕および片
上腕切断
両上肢不完全

◎ ◎ 　 　 　 　 ▲ ◎ ◎ 　 　 　 　

3 両上腕切断または、両上肢完全 ◎ ◎ 　 　 　 　 ▲ ◎ ◎ 　 　 　 　
4 片下腿切断または、片下肢不完全 ◎ ◎ 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 　
5 片大腿切断または、片下肢完全 ◎ ◎ 　 　 　 　 　 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 　
6 両下腿切断 ◎ ◎ 　 　 　 　 　 ◎ 　 ◎ ◎ ◎ 　

7
片下腿および片大腿切断
両下肢不完全

◎       ◎  ◎ ◎ ◎  

8 両大腿切断または、両下肢完全 ◎ ◎ ◎  
9 体幹 ◎ ◎      ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

10 第６頸髄まで残存 ◎ ◎     ◎      ◎

11 第７頸髄まで残存 　  ◎      ◎

12 第８頸髄まで残存 　  ◎   ◎ ◎ ◎  

13 下肢麻痺で座位バランスなし 　 ◎ ◎  ◎    ◎ ◎ ◎  

14 下肢麻痺で座位バランスあり 　     ◎ ◎ ◎  

15 その他車いす 　     ◎ ◎ ◎  

16 四肢麻痺で車いす使用 ◎      ◎      ◎

17 けって移動 ◎      ◎       ◎

18 片上下肢で車いす使用 ◎      ◎    ◎ ◎  

19 上肢で車いす使用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   ◎ ◎ ◎  

20 その他走不能         ◎ ◎ ◎  

21 上肢に不随意運動を伴う走可能 ◎ ◎ ◎   ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

22 その他走可能 ◎ ◎ ◎   ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

4 23 電動車いす使用 　      ◎      ◎

24 視力０から０．０１まで ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

25 その他の視覚障がい ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

26 聴覚障がい ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

27a 知的障がい（軽度） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ▲ ◎ ◎  ◎ ◎  

27b 知的障がい（重度） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ▲ ◎ ◎  ◎ ◎  

28 内部障がい ◎     ◎  ◎ ◎  ◎ ◎  

29 精神障がい 　 △ △ △ △ △ 　 ▲ 　 △ △ 　 △ 　

△ △ △ △

※4×100mリレーは男女混合とする。
※走高跳の区分は年齢別区分はなく、男女別区分のみ。
※体幹とは頸部・胸部・腹部及び腰部（脊柱）のみに変形がある者（脊柱カリエス等による体幹の障害が該当する。）

※障害区分24は光を通さないアイマスク又はアイシェードを装着する。
【注】四肢の機能障害を伴う場合は体幹の機能障害があってもこの区分には該当しない。

オープン参加

△

車
い
す
使
用

脳
原
性
麻
痺
⌒
脳
性
麻
痺
・

聴覚・平衡機能障
害、音声・言語・そ
しゃく機能障害

3

精神障がい

投てき

◎

※障害区分24、25は「矯正後の良い方の視力」で判定する。

内部障がい

◎

知的障がい

肢
体
不
自
由

◎

脳
血
管
疾
患
・
脳
外
傷
等

）

視覚障がい

◎男女別・年齢区分別　△男女混合・年齢区分なし 

体幹

◎

下肢

2

上肢

◎

脳
原
性
麻
痺
以
外
で ◎

競　走

1

跳躍

※年齢区分　身体障がい者　１部（３９歳以下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部（４０歳以上）
　　　　　　　　知的障がい者　少年の部（１９歳以下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　青年の部（２０歳～３５歳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　壮年の部（３６歳以上）

◎

◎ ◎
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別表１

２　水泳

２
５
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５
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ｍ

２
５
ｍ

５
０
ｍ

２
５
ｍ

５
０
ｍ

２
５
ｍ

５
０
ｍ

1 手部切断 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
2 片前腕切断、片上肢不完全 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
3 片上腕切断、片上肢完全 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
4 両前腕切断、両上肢不完全 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

5
両上腕切断、両上肢完全
片前腕・片上腕切断

◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

6 片下腿切断、片下肢不完全 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
7 片大腿切断、片下肢完全 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
8 両下腿切断、両下肢不完全 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

9
両大腿切断、両下肢完全
片下腿・片大腿切断

◎ ◎ ● ○ ● ○ ◎

10
片上肢切断・片下肢切断
片上肢不完全・片下肢不完全

◎ ◎ ● ○ ● ○ ◎

11
多肢切断、片上肢完全・片下肢完全
両上肢不完全・両下肢不完全

◎ ◎ ● ○ ● ○ ◎

12 体幹 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
13 第７頸髄まで残存 ◎ ◎ ◎ ◎
14 第８頸髄まで残存 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
15 下肢麻痺で座位バランスなし ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
16 下肢麻痺で座位バランスあり ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

17
四肢麻痺（車椅子常用）または、
上肢に著しい不随意運動を伴う走不能

◎ ◎ ◎ 　 ◎

18
両下肢麻痺
上肢に軽度の不随意運動を伴う走不能

◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

19 片側障害で片上肢機能全廃 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ◎

20 その他の片側障害で走不能 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

21 その他走可能 ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

4 22 浮具使用 ◎ ◎ ◎ 　 ◎
23 視力０から０．０１まで ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○
24 その他の視覚障がい ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

25 聴覚障がい ◎ ◎ ● ○ ● ○ ● ○

26a 知的障がい（軽度）

26b 知的障がい（重度）

27 精神障がい ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

※障害区分23は光を通さないゴーグルを装着する。

※障害区分23、2４は「矯正後の良い方の視力」で判定する。

◎◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎

精神障がい

平泳ぎ バタフライ

視覚障がい

上肢

下肢

上下肢

体幹

1

2

身体障がい者　◎１部・２部　　○１部　　●２部
知的障がい者　◎男女別
精神障がい者　☆男女別

知的障がい

聴覚・平衡機能障が
い、音声・言語・そしゃく
機能障がい

脳
原
性
麻
痺

以
外
で
車
い

す
使
用

脳
原
性
麻
痺

（
脳
性
麻
痺

、
脳
血
管
疾

患

、
脳
外
傷
等

）

3

肢
体
不
自
由

※年齢区分　身体障がい者　１部（３９歳以下）、２部（４０歳以上）
　　　　　　　　 知的障がい者　少年の部（１９歳以下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　青年の部（２０歳～３５歳）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　壮年の部（３６歳以上）

自由形 背泳ぎ
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別表１

●男女別

No. リカーブ コンパウンド

1 ●
2 ●
3 ●
4 ●
5 ●

6 ●

7 ●

8 ●

No. 卓球 STT
1 ◎ 　
2 ◎ 　

3 ◎

4 ◎

5 ◎

体幹 6 ◎

7 ◎

8 ◎
9 ◎ 　
10 ◎ 　
11 ◎
12 ◎
13 ◎
14 ◎
15 　 ◎
16 ◎

17 ◎ 　

18 ◎
19 ●

ディスリート７ 座位 立位

※視力・視野の程度に関わらず、アイマスク・アイシェードの有無で出場競技を分ける。
※障がい区分１５は、各自で用意した光を通さないアイマスクまたはアイシェードを着用する。

※「第８頸髄まで残存」には、「第６頸髄まで残存」および「第７頸髄まで残存」は出場できるものとする。

視覚障がい

聴覚障がい

内部障がい

肢体不自由

知的障がい

ディスタンス
ディスリート５

◇男女同一区分　●男女別

●◇　 ◇

アキュラシー

●

視覚障がい

上肢障がい

上肢に不随意運動あり

体幹

第８頸髄まで残存
2

肢体不自由

脳原性麻痺
（脳性麻痺、脳
血管疾患、脳外
傷等）

3

1

肢体不自由

脳原性麻痺以外で
車いす使用者

※「第８頸髄まで残存」には、「第６頸髄まで残存」および「第７頸髄まで残存」は出場できるものとする。

片上肢障がい
両上肢障がい

内部障がい

片下腿切断、片下肢不完全

片大腿切断、両下腿切断
片下肢完全、両下肢不完全

〔片下腿・片大腿切断〕
両大腿切断、両下肢完全

４　卓球・サウンドテーブルテニス

３　アーチェリー

脳原生麻痺以外で
車いす使用

切断・機能障がい

脳原性麻痺
（脳性麻痺、脳血管
疾患、脳外傷等）

聴覚・平衡機能障がい、
音声・言語・そしゃく機能障がい

障がい区分

脳原性麻痺
（脳性麻痺、脳血管疾患、脳
外傷等）

聴覚障がい

体幹

アイマスク有り

座位バランスなし
その他

●

●

上肢障がい
下肢障がい

精神障がい

アイマスク無し

聴覚障がい

下肢障がい

車いす使用

障害区分

◎男女別、年齢区分別　●男女別

第８頸髄まで残存
その他

内部障がい

知的障がい 知的障がい

精神障がい

５　フライングディスク

杖・松葉杖使用

精神障がい

上肢に不随意運動なし
片側障がい

聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そ
しゃく機能障がい
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別表１

立位 座位

1 △

2 △

3 △

4 △

5 △

6 △

7 △

8 △

9 △

10 電動車いす常用 △

11 △ △

12 △ △

13 △

※障がい区分１１、１２、１３は、全国障害者スポーツ大会出場の対象外となります。

脳原性
麻痺

重複障がい

その他 上肢障がい

肢体不自由

片上下肢で車いす常用または、使用

その他走不能

肢体不自由＋精神障がい

脳原性麻痺以外で車い
す使用

６　ボッチャ ◎男女同一区分　　

第６頸髄まで残存

第７頸髄まで残存

第８頸髄まで残存

肢体不自由＋知的障がい

多肢切断
両下肢不完全
両上肢不完全および両下肢不完全

四肢麻痺で車いす常用または、使用

けって移動

切断・機能障害

競技スタイル
No. 障がい区分

多肢切断
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 別紙１ 

 

大会可否の判断基準 
 

 

１ 災害等に関して 

以下に該当する場合は、大会の開催可否を検討するとともに、暴風雨などの荒天 

 時には、屋外競技を中止し、屋内競技のみによる開催を検討するものとする。 

（１）県内に各種警報（大雨、洪水、暴風等）が発令された、又は発令が見込まれる場合。 

（２）県内で地震または、その他の災害により、県内各地に相当の被害が出るなど、大会

の開催が困難であると判断される場合。 

（３）上記以外の場合であっても、大会の開催が困難と判断される場合。 

 

２ 開催可否の周知方法 

（１）大会開催の可否については、大会前日の１７時までにホームページに掲載する。（開

催する場合も掲載します） 

（２）突発的な災害等が発生した場合など、開催方針に変更があった場合には、大会当日

の６時１５分までにホームページに掲載する。 

（変更のない場合は掲載しません） 

 

【公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会ホームページ】 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/fsad2011/ 
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第６４回福島県障がい者スポーツ大会実施要領 
 

※全国障害者スポーツ大会競技規則の改正により、変更される場合があります。 

 

Ⅰ 総則 

１ 福島県障がい者スポーツ大会の競技は、全国障害者スポーツ大会競技規則によるほか、本要領に

定める。 

 ２ 競技服装及び補装具 

（１）選手は、競技に適した服装｛ランニングシャツ、ランニングパンツ、ランニングシューズ（水泳競技で

は、必ず水着及びキャップ）等｝を着用すること。 

（２）体育館においては、上履き専用のスポーツシューズとし、汚れ等のないものとすること。 

（３）義肢、装具、杖、補聴器や車椅子などの補装具は身体の一部として取り扱う。（水泳競技除く） 

（４）車いす等は、十分点検し安全なものを使用すること。（競技規則に合ったもの） 

 ３ ゼッケン（ナンバーカード）〔陸上、卓球、フライングディスクに限る。〕 

（１）ゼッケン（ナンバーカード）は、各選手が用意し、競技用シャツの胸部と背部に縫い込むこと。ただ

し、卓球競技は背部のみに縫い込むこと。 

  ※ゼッケンの四方を安全ピン等で確実に固定することも可とする。 

   ※シールタイプのものも可とする。 

（２）規格及び番号の色は、次のとおりとする。 

  ア 規格 

                  25cm                

   

 

番 号 
 

 

 

選 手 名 

 

（注）１ 布地の色は白色とすること。 

    ２ 番号を大きく記載 

 

 

           

           

 

      20cm 

 

          

 
※卓球競技のみ選手名と番号が上下

逆となり、選手名が番号の上となるよ

うにすること。   

 

イ 文字の色 

視 覚 障 が い 者   赤色 

聴 覚 障 が い 者      青色  

上記以外の身体障がい者      黒色 

知 的 障 が い 者      緑色 

精 神 障 が い 者      茶色 

 

 ウ 布の色 白 

 

（３）ゼッケン（ナンバーカード）番号は別表２とし、各団体、施設等で申込書を提出する段階で、割り振

られた番号を付番し、その番号が各人のゼッケン番号となる。 
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（４）オープン参加選手のゼッケンは、各競技団体が県に申込書を提出する際に、別表２の６により番

号を付番し、その番号が各人のゼッケン番号となる。なお、ゼッケンの規格は、競技実施要領の

３の(２)のアと同じとするが、布地の色は下記のとおりとする。また、文字の色は、黒色とする。 

※ゼッケンの布地の色  陸上競技          ピンク色 

             フライングディスク競技 黄色 

 

４ 表彰 

（１） 個人競技は各組ごとの結果に基づき、１位、２位、３位の者を入賞とする。（入賞者は競技終了後、 

メダルを受け取る） 

（２）団体競技は総合成績の結果に基づき表彰する（チーム数や試合方式により協議する） 

 

５ 異議の申し立て 

（１）競技組み合わせについての異議の申し立ては認めない。 

（２）競技についての異議の申し立ては、審判長に申し出ることとする。 

 

Ⅱ 各競技 

１ 陸上競技 

  陸上競技場への入退場 

（１）招集の時刻及び場所は次のとおりとし、招集完了時刻に所定の場所（招集所）に集合しない選手

は棄権したものとみなす。なお、放送による個人の呼び出しは一切行わない。 

  ア 招集完了時刻  競技開始時刻３０分前 

  イ 招集（資格審査）の場所及び招集方法は後日指示する。 

（２）招集所に集合した選手は、競技種目（競走、跳躍、投てき）ごとに資格審査を受ける。 

（３）競技場への入退場、競技（主管団体の誘導等による） 

   ア 資格審査終了後、競技補助員の誘導により入場し、競技を開始する。 

     

 （４）トラック競技 

                            

 
 ５０ｍ、１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ競争及び４×１００ｍリレーはセパレートレーンで行い、 内側のレ
ーンに入った場合及び他の競技者を妨害した場合は失格とする。ただし、直線においては、他の競
技者を妨害しない限り失格としない。 

 

                                   

  

  （５）跳躍競技 

 ア 各競技者は、３回までの試技が許される。 

 イ 試技を行う位置は後日指示する。 

 

  （６） 投てき競技 

    ア 各競技者は、３回までの試技が許される。 

    イ 試技を行う位置は後日指示する。 

    ウ 用具は次のとおりとする。 
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区      分 規        格 

砲 

 

 

丸 

 

 

投 

区分番号 １，４～９ 
男子１部 ４㎏ 

男子２部、女子 ２．７２１㎏ 

区分番号 １２ ２．７２１㎏ 

区分番号 １３～１５ 
男子１部 ４㎏ 

男子２部、女子 ２．７２１㎏ 

区分番号 １９～２２ ２．７２１㎏ 

区分番号 ２４～２６ 
男子１部 ４㎏ 

男子２部、女子 ２．７２１㎏ 

区分番号 ２９ 
男子１部 ４㎏ 

男子２部、女子 ２．７２１㎏ 

ソ フ ト ボ ー ル 投 ３号ボール（ゴム球） 

ジ ャ ベ リ ッ ク ス ロ ー 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会競技規則に準ずる 

ビ ー ン バ ッ ク 投 全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会競技規則に準ずる 

  

（７）特定の種目に偏りがある場合は、円滑な競技運営のため人数の調整を行う。 

 

２ 水泳競技 

   （１）全国障害者スポーツ大会水泳競技規則に準じて行う。 

    （２）競技終了後、各競技終了地点付近で順位及び記録が決定し次第、３位までの選手はメダルを受 

け取る。 

 

３  アーチェリー競技 

  （１）全国障害者スポーツ大会アーチェリー競技規則に準じて行う。 

（２）競技終了後、各競技終了地点付近で順位及び記録が決定し次第、３位までの選手はメダルを受

け取る。 

 

４ 卓球競技  

（１）現行の日本卓球ルールを適用する。 

（２）試合球については、卓球競技は「ニッタクスリースタープレミアムクリーン ４０㎜ 白色」とする。 

   （３）ユニフォームについては、日本卓球協会公認（ＪＴＴＡ）のものに限定しないが、運動しやすい服装 

とする。 

（４）競技はシングルスで障がい種別に行い、参加者が３人以上の種別についてはリーグ戦を行う。 

複数リーグの場合は、各リーグの勝者によるトーナメントでその種別の優勝者を決定する。 
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（５）１マッチの勝敗は、５ゲームズマッチの３ゲーム先取により勝者を決定する。ただし、競技運営

上、３ゲームズマッチの２ゲーム先取により勝敗を決定する場合もある。 

 （６）１ゲームの勝敗は、１１点を先取した競技者を勝ちとする。  

 ただし、両競技者の得点が１０点オールになった場合は、その後２ポイント差とした競技者が勝ち 

となる。 

（７）競技終了後、各競技終了地点付近で順位及び記録が決定し次第、３位までの選手はメダルを受 

け取る。 

※（４）（５）については、出場者数により調整する場合がある。 

 

  ５ サウンドテーブルテニス競技（視覚障がい） 

（１）全国障害者スポーツ大会サウンドテーブルテニス競技規則に準じて行う。 

（２）１マッチの勝敗は、３ゲームズマッチの２ゲーム先取により勝敗を決定する。 

 

６ フライングディスク 

   （１）全国障害者スポーツ大会フライングディスク競技規則に準じて行う。 

  （２）競技場への入退場、競技（主管団体の誘導等による） 

   ア 競技補助員の誘導により入場し、競技を開始する。 

    イ 競技終了後、各競技終了地点付近で順位及び記録が決定し次第、３位までの選手はメダル 

を受け取る。 

 

 ７ ボッチャ競技(肢体不自由者) 

（１）全国障害者スポーツ大会ボッチャ競技規則に準じて行う。 

（２）個人戦形式で行う。 

（３）競技終了後、各競技終了地点付近で順位及び記録が決定し次第、３位までの選手及びランプオ

ペレーターはメダルを受け取る。 

 

８ バスケットボール競技（知的障がい者） 

 （１）（公財）日本バスケットボール協会競技規則に準じて行う。 

（２）チーム編成は男女別とし、監督１名、コーチ２名、選手１２名以内とする。 

  （３）試合時間は１０分のクォーターを４回行う。 

       第１ピリオドと第２ピリオドの間、第３ピリオドと第４ピリオドの間にそれぞれ２分のインタヴァルを

おく。第２ピリオドと第３ピリオドの間に１０分のハーフタイムをおく。 

※タイマーは、流しで行うが、第４クォーターのみ、残り２分以降タイマーを止める。 

   （４）同点の場合は、３分間の延長戦で勝敗を決める。それでも同点の場合は、５名のフリースローで 

勝敗を決める。 

※（３）（４）においては、出場チーム数や会場等によって調整する場合がある。 

 

９ 車いすバスケットボール競技（身体障がい者） 

（１）日本車いすバスケットボール競技規則に準じて行う。ただし、選手の持ち点制度は適用しない。 

  （２）選手１２名以内とする。（監督と選手を兼ねても構わない） 

（３）試合時間は１０分のクオーターを４回行う。 

      第１ピリオドと第２ピリオドの間、第３ピリオドと第４ピリオドの間にそれぞれ２分のインタヴァルを 

       おく。第２ピリオドと第３ピリオドの間に１０分のハーフタイムをおく。 
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   （４）同点の場合は、３分間の延長戦で勝敗を決める。それでも同点の場合は、５名のフリースローで 

勝敗を決める。 

※（３）（４）においては、出場チーム数や会場等によって調整する場合がある。 

 

１０ ツインバスケットボール競技（身体障がい者） 

（１） 日本車椅子ツインバスケットボール競技規則に準じて行う。 

 

１１ ブラインドベースボール競技（視覚障がい者） 

  （１）トーナメントで行う。 

（２）選手１５名以内とする。（監督と選手を兼ねても構わない） 

（３）１試合５イニングとする。 

  （４）靴の底は、金属製スパイクは使用できない。 

 

  １２ バレーボール競技（聴覚障がい者） 

    （１）トーナメントで行い、６人制競技とする。（参加チーム数によっては、リーグ戦とする） 

   （２）チーム構成は、監督１名、コーチ１名、マネージャー（手話通訳者）１名及び選手１２名以内とす

る。 

    （３）基本的には、（公財）日本バレーボール協会６人制競技規則に準ずる。 

    （４)ネットの高さは男子２ｍ４３㎝、女子２ｍ２４㎝とする。 

    （５）ボールは（公財）日本バレーボール協会検定球５号球とする。 

    （６）１試合の勝敗は、３セットマッチの２セット先取により勝敗を決定する。 

１セットの勝敗は、２５点を先取したチームを勝ちとする。ただし、両チームの得点が２４点オール

に達したとき及び以後同点となった場合は、一方のチームが連続して２点を先取したときを勝ち

とする。 

 

  １３ バレーボール競技（精神障がい者） 

    （１）トーナメントで行い、６人制競技とする。（参加チーム数によっては、リーグ戦とする） 

    （２）チーム構成は、監督１名、コーチ２名及び選手１２名以内とする。 

    （３）基本的には、バレーボール（精神障がい者）競技規則に準ずる。 

    （４）ネットの高さは２ｍ２４㎝とする。 

    （５）ボールは円周７８±１㎝、重量２１０±１０g のソフトバレーボール球とする。 

    （６）１試合の勝敗は、３セットマッチの２セット先取により勝敗を決定する。 

１セットの勝敗は、２５点を先取したチームを勝ちとする（ジュースなし）。ただし、３セット目は、１

５点を終了とし、ジュースの場合は２点差又はどちらかが１７点に達した時を終了とする。 

 

１４ サッカー競技（知的障がい者） 

  （１）当該年度(公財)日本サッカー協会サッカー競技規則、８人制サッカー競技規則に準じて行う。 

  （２）トーナメントまたはリーグ戦形式で行う。 

  （３）トーナメント戦での同点の場合は、延長戦を行わず、ペナルティーキック方式により勝敗を決定す 

     る。 

（４）交代人数の制限は設けないものとする。 
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【参考】 

 

１ 陸上競技 

 

   （１） スラローム 

   ア コースの幅は１３０㎝、距離は３０ｍで、旗門の間隔はすべて２ｍとする。 

   イ 白色の旗門は前進、赤色の旗門は後進で通過する。 

   ウ スタートから６ｍ地点と１８ｍ地点のコースの真ん中にある旗門は、左右どちらからでも進入で

きるが、１本目の旗門を右回りで１周した場合は、２本目の旗門を左回りで１周して通過するも

のとする。（１本目の旗門を左回りした場合は、２本目の旗門は右回りする） 

   エ 旗門を倒した場合は、１本につきタイムに５秒加算する。ただし、倒した旗門に再び触れた場

合は違反としない。 

   オ 通過の方法を間違えたままゴールした場合は失格とする。ただし、ゴールする前に間違えた

場所まで戻ってやり直した場合は有効とする。その場合の反則や、所要時間はすべての所要

時間に含まれる。 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

      

                ※定められた通過方法により、旗門間を３回通過しなければならない。 

    

（２） ４×１００ｍリレー 

   ア ４×１００ｍリレーは男女混合とする。ただし、チーム４名の男女比率は問わない。 

   イ セパレートレーンにおいて内側のレーンに入った場合は失格とする。ただし、直線において

は、他の競技者を妨害しない限り失格としない。 

ウ  ユニフォームの統一は問わない。 
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２ フライングディスク 

 

（１）ディスタンス（ディスクは、「ファーストバックモデル」 

（直径２３．５ｃｍ 重量１００±５ｇ） 

ア スローイングエリア（スローイングラインとスローイングエンドラインの幅１．８ｍの範囲）から

投げる。 

イ 投げたときにスローイングラインを踏みこえたら反則になる。 

ウ 測定は、測定ポイントからディスクの最初の落下点までの距離を測る。 

（スローイングラインの前方１８０°について測定する。） 

 

（２）アキュラシー 

ア 選手は、ゴールから５ｍまたは７ｍのスローイングラインから投げる。 

イ ゴールは、内径９１．５ｃｍの円形とする。地上から６１ｃｍになるように設置する。 

ウ 選手は、ファーストバックモデルのディスクを１０投連続して投げる。 

エ 得点は、ディスクが地面に触れずにゴールを通過した回数とする。得点が同じ場合は、第１得点

を先に挙げた者を上位とする。 

   



ゼッケン（ナンバーカード）番号 別表2

※施設の名称の変更や表に施設名が無い場合はスポーツ課へご連絡ください。

1 身体障がい者関係
桑折町
身体障がい者福祉会

201 ～ 300 福島県ひばり寮 2901 ～ 3000

伊達市
身体障がい者福祉会

301 ～ 400 静心園 3001 ～ 3100

川俣町
身体障がい者福祉会

401 ～ 500 福島県きびたき寮 3101 ～ 3200

二本松市
身体障がい者福祉会

601 ～ 700 野の花ホーム 3201 ～ 3300

本宮市
身体障がい者福祉会

701 ～ 800 南東北さくら館 3301 ～ 3400

鏡石町
身体障がい者福祉会

901 ～ 1000 青松苑 3401 ～ 3500

田村市
身体障がい者福祉会

1101 ～ 1200 カナン村 3501 ～ 3600

石川地方
身体障がい者福祉会

1201 ～ 1300 アガッセ 3601 ～ 3700

東白川
身体障がい者福祉会

1301 ～ 1400 光の家 3701 ～ 3800

猪苗代町
身体障がい者福祉会

1401 ～ 1500 うつみね共同作業所 3801 ～ 3900

会津若松
身体障がい者福祉会

1501 ～ 1600 ディケアハウスえばた 3901 ～ 4000

喜多方市
身体障がい者福祉会

1801 ～ 1900 ひかり 4001 ～ 4100

北塩原村
身体障害者福祉会

1901 ～ 2000 福島市子供発達支援センター 4101 ～ 4200

相馬
身体障がい者福祉会

2301 ～ 2400 郡山光風学園 4201 ～ 4300

相馬市
身体障がい者福祉会

2401 ～ 2500 総合療育センター 4301 ～ 4400

磐梯町
身体障害者福祉会

2701 ～ 2800 福島整肢療護園 4401 ～ 4500

視覚支援学校 4501 ～ 4600

聴覚支援学校 4601 ～ 4650

郡山支援学校 4651 ～ 4700

平支援学校 4701 ～ 4750

須賀川支援学校 4751 ～ 4800

須賀川支援学校郡山分校 4801 ～ 4850

特別支援学級(13歳以上) 4901 ～ 4950

福島パラ陸上競技協会 4951 ～ 5000

(公財)福島県視覚障が
い者福祉協会

101 ～ 150

市町村ＮＯ＋受付番号
（８０１から始まる５桁）
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2 知的障がい者関係 別表2

1 大萱荘 5001 ～ 5050 61 白河めぐみ学園 8101 ～ 8150
2 福島市清心荘 5051 ～ 5100 62 白河こひつじ学園 8151 ～ 8200
3 あだたら育成園 5101 ～ 5150 63 福島県ばんだい荘わかば 8201 ～ 8250
4 宇津峰十字の里 5151 ～ 5200 64 原町学園 8251 ～ 8300
5 石川共生園 5201 ～ 5250 65 東洋学園児童部 8301 ～ 8350
6 郡山市花かつみ豊心園 5251 ～ 5300 66 郡山市立希望ヶ丘学園 8351 ～ 8400
7 福島県矢吹しらうめ荘 5301 ～ 5350 67 こじか「こどもの家」 8401 ～ 8450
8 福島県けやき荘 5351 ～ 5400 68 古館福祉ホーム 8451 ～ 8500
9 福島県かしわ荘 5401 ～ 5450 69 郡山せいわ園 8501 ～ 8550
10 福島県かえで荘 5451 ～ 5500 70 矢吹緑風園 8551 ～ 8600
11 さざなみ学園 5501 ～ 5550 71 福島県からまつ荘 8601 ～ 8650
12 はなわ育成園 5551 ～ 5600 72 喜多方しののめ荘 8651 ～ 8700
13 りんどうの家 5601 ～ 5650 73 浪江ひまわり荘 8701 ～ 8750
14 ゆきわり荘 5651 ～ 5700 74 やしおみ荘 8751 ～ 8800
15 あかまつ荘 5701 ～ 5750 75 田村市授産場 8801 ～ 8850
16 東洋育成園 5751 ～ 5800 76 矢吹授産場 8851 ～ 8900
17 東洋学園成人部 5801 ～ 5850 77 いわき市内郷授産場 8901 ～ 8950
18 あぶくま更生園 5851 ～ 5900 78 大笹生支援学校 8951 ～ 9000
19 光洋愛成園 5901 ～ 5950 79 あぶくま支援学校 9001 ～ 9050
20 はまなす荘 5951 ～ 6000 80 だて支援学校 9051 ～ 9100
21 はまぎく荘 6001 ～ 6050 81 西郷支援学校 9101 ～ 9150
22 いわき育成園 6051 ～ 6100 82 石川支援学校 9151 ～ 9200
23 菊の里 6101 ～ 6150 83 会津支援学校 9201 ～ 9250
24 桜が丘愛生園 6151 ～ 6200 84 猪苗代支援学校 9251 ～ 9300
25 福島県ばんだい荘あおば 6201 ～ 6250 85 ふたば支援学校 9301 ～ 9350
26 ふじみの園 6251 ～ 6300 86 いわき支援学校 9351 ～ 9400
27 福島おおなみ学園 6301 ～ 6350 87 ふくしま支援学校 9401 ～ 9450
28 原町共生授産園 6351 ～ 6400 88 相馬支援学校 9451 ～ 9500
29 父の夢 6401 ～ 6450 89 福大附属特別支援学校 9501 ～ 9550
30 だての郷 6451 ～ 6500 90 福島縫製福祉センター 9551 ～ 9600
31 郡山市更生園 6501 ～ 6550 91 西会津町授産場 9601 ～ 9650
32 オープンハウス白河 6551 ～ 6600 92 スペシャルオリンピックス日本・福島 9651 ～ 9700
33 いわき光成園 6601 ～ 6650 93 みんなでｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 9701 ～ 9750
34 すばる 6651 ～ 6700 94 SFIDA 9751 ～ 9800
35 もちずりワーク 6701 ～ 6750 95 太田大甕ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 9801 ～ 9850
36 いわき希望の園　こすも 6751 ～ 6800 96 新おおぞらの夢 9851 ～ 9900
37 おおぞらの夢 6801 ～ 6850 97 あづまっぺ 9901 ～ 9950
38 太陽学園 6851 ～ 6900 98 菊の里（２） 9951 ～ 10000
39 あづま授産所 6901 ～ 6950 99 おおくま共生園 10001 ～ 10050
40 ニコの夢 6951 ～ 7000 100 いわき支援学校くぼた校 10051 ～ 10100
41 ほどはら授産所 7001 ～ 7050 101 たむら支援学校 10101 ～ 10150
42 あだち共労育成園 7051 ～ 7100 102 石川支援学校たまかわ校 10151 ～ 10200
43 郡山市授産ｾﾝﾀｰ緑豊園 7101 ～ 7150 103 東洋健生園 10201 ～ 10250
44 須賀川共労育成園 7151 ～ 7200 104 TEAM まきばの朝 10251 ～ 10300
45 ワークセンター麦 7201 ～ 7250 105 おのさくらクラブ 10301 ～ 10350
46 大信やまゆり 7251 ～ 7300 106 F.D.C.ひこばえ 10351 ～ 10400
47 甲子の里希望の家 7301 ～ 7350 107 Ｌｅｔ’ｓ　にしごう 10401 ～ 10450
48 ふくしの家 7351 ～ 7400 108 そうま楽憩園 11001 ～ 11050
49 スマイルセンター 7401 ～ 7450 109 みなみテラス 11101 ～ 11150
50 ワークセンターさくら 7451 ～ 7500 110 アンビシャス 11151 ～ 11200
51 いわき学園 7501 ～ 7550 111 あだち支援学校 11201 ～ 11250
52 いわき希望の園　ゆにば 7551 ～ 7600 112 みなみあいづ支援学校 11251 ～ 11300
53 のはら 7651 ～ 7700 113 アグリパーク富岡 11301 ～ 11350
54 原町学園ｱﾌﾀｰｹｱｾﾝﾀｰ 7751 ～ 7800
56 福島県矢吹しらうめ通勤寮 7851 ～ 7900
57 レジデンスなこそ 7901 ～ 7950
58 大笹生学園 7951 ～ 8000
59 アルバ 8001 ～ 8050
60 桜が丘学園 8051 ～ 8100

市町村ＮＯ＋受付番号
（８０１から始まる５桁）

親の会ＮＯ＋受付番号
（７０１から始まる５桁）
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県内親の会関係



別表2
3 精神障がい者関係

1 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾊｳｽ朝日が丘 20001 ～ 20025
2 ひめさゆり荘 20026 ～ 20050
3 北天寮 20051 ～ 20075
4 にこにこふれあいセンター 20076 ～ 20100
5 いいで工房 20101 ～ 20125
6 パイン・フォレスト 20126 ～ 20150
7 福祉ホームひもろぎの園 20151 ～ 20175
8 地域生活支援ｾﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ 20176 ～ 20200
9 アイ・キャン 20201 ～ 20225
10 あさかの里暁紫舎 20226 ～ 20250
11 いとよの郷 20251 ～ 20275
12 あさかの里第２暁紫舎 20276 ～ 20300
13 桜ヶ丘病院 20301 ～ 20325
14 清水病院 20326 ～ 20350
15 一陽会病院 20351 ～ 20375
16 福島赤十字病院 20376 ～ 20400
17 篤仁会富士病院 20401 ～ 20425
18 村上病院 20426 ～ 20450
19 板倉病院 20451 ～ 20475
20 医科大学医学部附属病院 20476 ～ 20500
21 福島松ヶ丘病院 20501 ～ 20525
22 東北病院 20526 ～ 20550
23 針生ケ丘病院 20551 ～ 20575 　
24 あさかホスピタル 20576 ～ 20600
25 太田西ノ内病院 20601 ～ 20625
26 星ヶ丘病院 20626 ～ 20650
27 寿泉堂松南病院 20651 ～ 20675
28 西白河病院 20676 ～ 20700
29 矢吹病院 20701 ～ 20725
30 塙厚生病院 20726 ～ 20750
31 会津総合病院 20751 ～ 20775
32 竹田綜合病院 20776 ～ 20800
33 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ会津温泉病院 20801 ～ 20825
34 会津西病院 20826 ～ 20850
35 昨雲会飯塚病院 20851 ～ 20875
36 高田厚生病院 20876 ～ 20900
37 雲雀ケ丘病院 20901 ～ 20925
38 高野病院 20951 ～ 20975
39 新田目病院 21026 ～ 21050
40 長橋病院 21051 ～ 21075
41 ときわ会常磐病院 21076 ～ 21100
42 舞子浜病院 21101 ～ 21125
43 四倉病院 21126 ～ 21150
44 泉保養院 21151 ～ 21175
45 いわき開成病院 21176 ～ 21200

 

市町村ＮＯ＋受付番号
（８０１から始まる５桁）
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別表2
4 障がい福祉サービス事業所等

1 あさかあすなろ荘 30001 ～ 30030 51 ワークハウスいわき 31531 ～ 31560
2 ふきのとう苑 30031 ～ 30060 52 鮫川たんぽぽの家 31561 ～ 31590
3 けやきの村 30061 ～ 30090 53 ほっとハウスやすらぎ 31591 ～ 31620
4 あおぞら 30091 ～ 30120 54 自立サポートセンター桜 31621 ～ 31650
5 わかば共同作業所 30121 ～ 30150 55 おーぷんさろん宇宙（そら） 31651 ～ 31680
6 ワークショップろんど 30151 ～ 30180 56 レスポアールやまつり 31681 ～ 31710
7 ゆ～もあ～と 30181 ～ 30210 57 さぎそうの家 31711 ～ 31740
8 通所事業所　南東北さくら館 30212 ～ 30240 58 就労支援センターほっと悠 31741 ～ 31770
9 地域生活サポートセンターパッソ 30241 ～ 30270 59 リジョイスとみおか 31771 ～ 31800
10 ワークフレンドくじら 30271 ～ 30300 60 工房阿列布 31801 ～ 31830
11 ふぁみりかん 30301 ～ 30330 61 多機能型事業所「コラッジョ」 31831 ～ 31860
12 ポプラ工房 30331 ～ 30360 62 就労支援センター船引 31861 ～ 31890
13 共働作業所　にんじん舎 30361 ～ 30390 63 UKOKOR　うつみね 31891 ～ 31920
14 工房トマトハウス 30391 ～ 30420 64 鎌田障がい福祉センターきらら 31921 ～ 31950
15 障害福祉サービス事業所「からふる」 30421 ～ 30450 65 就労継続支援B型事業所工房ひろせ 31951 ～ 31980
16 ワークトレセン広仁・明珠 30451 ～ 30480 66 多機能支援センター　ビーボ 31981 ～ 32010
17 すまいる・キャンバス 30481 ～ 30510 67 どっぽ舎 32011 ～ 32040
18 ふぁみりかんみらい 30511 ～ 30540 68 ペンギン村共同作業所 32041 ～ 32070
19 地域生活サポートセンターきらり 30541 ～ 30570 69 みどり工房 32071 ～ 32100
20 障がい福祉サービス事業　カノン 30571 ～ 30600 70 ライフサポートあるく 32101 ～ 32130
21 サポートセンター　翠の家 30601 ～ 30630 71 ひまわりの家 32131 ～ 32160
22 アガッセ 30631 ～ 30660 72 ワークショップあいあい 32161 ～ 32190
23 スペースぽぷら 30661 ～ 30690 73 就労継続支援A型空翔 32191 ～ 32220
24 ひだまり 30691 ～ 30720 74 アライブ 32221 ～ 32250
25 障害者デイハウス・ハイジ 30721 ～ 30750 75 自立支援センターワークショップすかがわ 32251 ～ 32280
26 すずらん工房 30751 ～ 30780 76 障害福祉サービス事業所アクティブ東山 32281 ～ 32310
27 愛恵自立支援センター 30781 ～ 30810 77 自立支援事業所あいの里 32311 ～ 32340
28 泉崎村障がい者支援センター 30841 ～ 30870 78 障がい者就労サポートセンターウッドピアはなわ 32341 ～ 32370
29 けやき共同作業所 30871 ～ 30900 79 ドリーム＆ホープ 32371 ～ 32400
30 工房けやき 30901 ～ 30930 80 結工房 32401 ～ 32430
31 あとりえ北山 30931 ～ 30960 81 自由空間 32431 ～ 32460
32 スペースけやき 30961 ～ 30990 82 きぼうのあさがお 32461 ～ 32490
33 福祉サービス事業所　つばさ 30991 ～ 31020 83 銀河工房 32491 ～ 32520
34 指定障害福祉サービス事業所「光の家」 31021 ～ 31050 84 アクセスホームさくら 32521 ～ 32550
35 創造空間 31051 ～ 31080 85 就労支援センター希望の里 32551 ～ 32580
36 いわき市障害者生活介護センター 31081 ～ 31110 86 つばさ 32581 ～ 32610
37 虹のかけはし 31111 ～ 31140 87 きらきら 32611 ～ 32640
38 ふたばの里 31141 ～ 31170 88 矢吹授産場 32641 ～ 32670
39 デイさぽーとぴーなっつ 31171 ～ 31200 89 西会津町授産場 32671 ～ 32700
40 特定非営利活動法人なごみ 31201 ～ 31230 90 グループホームいずみ寮 32701 ～ 32730
41 地域生活サポートセンタークレヨン 31231 ～ 31260 91 グループホーム堀河 32731 ～ 32760
42 障がい福祉サービス事業所コパン 31261 ～ 31290 92 あじさい荘 32761 ～ 32790
43 ワーキングやぶき 31291 ～ 31320 93 グループホームさくらんぼ 32791 ～ 32820
44 ピーターパンデイサービスセンター 31321 ～ 31350 94 グループホームひるかわ 32821 ～ 32850
45 フルクテン 31351 ～ 31380 95 ビートル・ハウス 32851 ～ 32880
46 じょうばん福祉作業所 31381 ～ 31410 96 グループホーム風の樹 32881 ～ 32910
47 福祉ハウスボネール 31411 ～ 31440 97 やぶきホーム 32911 ～ 32940
48 リハ・アクティブセンターＴＡＩＹＯ 31441 ～ 31470 98 グループホーム・ケアホームのぞみ 32941 ～ 32970
49 地域生活支援センターウィズピア 31471 ～ 31500 99 みどりの森 32971 ～ 33000
50 ワークコスモス 31501 ～ 31530 100 コーポふるたて 33001 ～ 33030
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101 あいづ寮 33031 ～ 33060 151 すみれ荘 34531 ～ 34560
102 なの花ホーム 33061 ～ 33090 152 共同生活事業所いなわしろ 34561 ～ 34590
103 むつみ寮 33091 ～ 33120 153 ＢＯＳＣＯＨＯＭＥ 34591 ～ 34620
104 ココ 33121 ～ 33150 154 木の実寮 34621 ～ 34650
105 グループホームすまいる 33151 ～ 33180 155 社会福祉法人清峰会 34651 ～ 34680
106 慈圭会グループホーム 33181 ～ 33210 156 共同生活事業所にしごう 34681 ～ 34710
107 若草寮 33211 ～ 33240 157 共同生活事業所やぶき 34711 ～ 34740
108 あさかの里開成寮 33241 ～ 33270 158 共同生活住居こころん 34741 ～ 34770
109 グループホーム南長久保１０１ 33271 ～ 33300 159 医療法人櫻仁会グループホーム 34771 ～ 34800
110 グループホーム花かつみ 33301 ～ 33330 160 グループホームあおば荘 34801 ～ 34830
111 コーポ・ハーモニー 33331 ～ 33360 161 グループホームフロンティア２１ 34831 ～ 34860
112 グループホームポルタ 33361 ～ 33390 162 サポートセンターゆうあい 34861 ～ 34890
113 障害福祉支援事業所「楽」 33391 ～ 33420 163 グループホーム富岡事業所 34891 ～ 34920
114 みんなのいえ 33421 ～ 33450 164 共同生活援助事業所シーズ 34921 ～ 34970
115 グループホーム南長久保１０６ 33451 ～ 33480 165 障害福祉サービス事業所ゆめのまーち 34971 ～ 35000
116 ささがわヴィレッジⅠ－１ 33481 ～ 33510 166 生活介護事業所新おおぞらの夢 35001 ～ 35030
117 共同生活介護事業所プチトマト 33511 ～ 33540 167 ワークスペース・アシスト　 35031 ～ 35060
118 ケアホームひまわり荘 33541 ～ 33570 168 フレンズ作業所 35061 ～ 35090
119 グループホームＵＩＣ 33571 ～ 33600 169 フォルテ 35091 ～ 35120
120 グリーンアップルズホーム 33601 ～ 33630 170 コーポおかおな 35121 ～ 35150
121 グループホームサハコハウス 33631 ～ 33660 171 障害福祉サービス事業所はなのまーち 35151 ～ 35180
122 リバーサイドＳＩＮ 33661 ～ 33690 172 障害福祉サービス事業所コパン・ｸﾗｰｼﾞｭ 35181 ～ 35210
123 ライフサポートセンター「ゆう・ゆう」 33691 ～ 33720 173 障害福祉サービス事業所　下郷作業所ホイップ 35211 ～ 35250
124 エルファロ 33721 ～ 33750 174 就労継続支援Ｂ型事業所　たけの子の家 35251 ～ 35280
125 グループホームほづみはうす 33751 ～ 33780 175 きずなハウス 35281 ～ 35310
126 メゾン・ド・あたご 33781 ～ 33810 176 夢の樹 35311 ～ 35340
127 ゴールデンハープキルデン 33811 ～ 33840 177 みずき 35341 ～ 35370
128 憩いの家 33841 ～ 33870 178 エデンの家 35371 ～ 35400
129 ゆるーりハウスL 33871 ～ 33900 179 就労継続支援事業所ハッピーロード 35401 ～ 35430
130 グループホームゆうゆうホーム 33901 ～ 33930 180 株式会社　かるみあ 35431 ～ 35460
131 グループホームケアホームすみれ 33931 ～ 33960 181 サラダ農園 35461 ～ 35490
132 サザーンホーム 33961 ～ 33990 182 なないろくれよん福祉センター 35491 ～ 35520
133 グループホームヴィレッジ 33991 ～ 34020 183 郡山きのこファーム 35521 ～ 35550
134 コーポラスいちの 34021 ～ 34050 184 自立支援事業所あいの里② 35551 ～ 35580
135 ガッテン須賀川 34051 ～ 34080 185 障がい者支援施設南東北さくら館 35581 35610
136 まきびとホームすかがわ 34081 ～ 34110 186 未来空間 35611 ～ 35640
137 さつき荘 34111 ～ 34140 187 ぼーんずＢ 35641 ～ 35670
138 こぶし荘 34141 ～ 34170 188 ジョイワークセンターいわき平作業所 35671 ～ 35700
139 あけぼの荘 34171 ～ 34200 189 郡山コスモス会 35701 ～ 35730
140 共同生活援助事業所プチトマト２ 34201 ～ 34230 190 生活支援事業所スマイルエール 35731 ～ 35760
141 シオンの家 34231 ～ 34260
142 グループホームおおすぎ 34261 ～ 34290
143 ゆうゆうの里 34291 ～ 34320
144 いやしの家 34321 ～ 34350
145 グループホーム原町事業所 34351 ～ 34380
146 なごみの里 34381 ～ 34410
147 伊達ホーム 34411 ～ 34440
148 グループホームあずま 34441 ～ 34470
149 グループホームまゆみ 34471 ～ 34500
150 障がい者グループホーム・ハイジ 34501 ～ 34530
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189 ストロークハウス福島 40001 ～ 40050 236 なこそ授産所 42551 ～ 42600
190 光と風の工房 40051 ～ 40100 237 地域活動支援センターチャオ 42601 ～ 42650
191 地域活動支援センターひまわり 40101 ～ 40150 238 わいわい作業所 42651 ～ 42700
192 ドリームワークス 40151 ～ 40200 239 ゆめや清風 42701 ～ 42750
193 ひびき 40201 ～ 40250 240 共働作業所ピーターパン 42751 ～ 42800
194 アートさをり 40251 ～ 40300 241 自立サポートこんぺいとう 42801 ～ 42850
195 生きる 40301 ～ 40350 242 地域活動支援センターいいざかワーク 42851 ～ 42900
196 共同作業所クリエイティブ・ファクトリー 40401 ～ 40450 243 自立研修所ビーンズ 42901 ～ 42950
197 共同作業所ぽけっと 40451 ～ 40500 244 NPO法人フォルテ 42951 ～ 43000

198 ワークセンター歩 40501 ～ 40550 245 障がい者相談・
地域活動支援センター「ひびき」 43001 ～ 43050

199 小規模作業所やまばと 40551 ～ 40600 246 もりあいワーク 50001 ～ 50050
200 障がい者支援センターつくしの里 40601 ～ 40650 247 みやしろワーク 50051 ～ 50100
201 作業所ぴーす 40651 ～ 40700 248 みなみワーク 50101 ～ 50150
202 SWELL　IN　ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ 40701 ～ 40750 249 ほっとハウス「すてっぷ」 50251 ～ 50300
203 なぎのいえ 40751 ～ 40800 250 ピアステーション・シリウス 50351 ～ 50400
204 なのはなの家 40801 ～ 40850 251 ハートアイ郡山 50401 ～ 50450
205 地域活動支援センターＨＡＮＡ 40901 ～ 40950 252 いわせの里 50451 ～ 50500
206 特定非営利活動法人達南精神保健福祉会 40951 ～ 41000 253 ショップしょうなん 50501 ～ 50550
207 地域活動支援センター「めぐみ」 41001 ～ 41050 254 共同作業所「すばる」 50551 ～ 50600
208 特定非営利活動法人川俣町セルプかえで 41051 ～ 41100 255 みらくる・まち子ちゃんの店 50601 ～ 50650
209 ふれんどりー大玉 41101 ～ 41150 256 船引希望の里 50651 ～ 50700
210 郡山市障害者福祉センター 41151 ～ 41200 257 小規模作業所ときわ 50701 ～ 50750
211 地域生活支援センターウェーブ 41201 ～ 41250 258 共同作業所「やまびこ」 50801 ～ 50850
212 生活介護事業所わーくIL 41251 ～ 41300 259 でんでんむし 50851 ～ 50900
213  地域活動支援センターぷらすあい 41301 ～ 41350 260 桜工房 50901 ～ 50950
214  地域活動支援センターけやき 41351 ～ 41400 261 みはる工房 51001 ～ 51050
215  地域活動支援センターたいよう 41401 ～ 41450 262 NPO法人ほっと 51051 ～ 51100
216  地域活動支援センターげんき 41451 ～ 41500 263 地域生活サポートセンターあゆり 51101 ～ 51150
217  地域活動支援センター豆の木 41501 ～ 41550 264 ふれあいの家 51151 ～ 51200
218 NPO法人共生かがみ　ライジング・サン 41551 ～ 41600 265 ドリームハウス富夢富夢 51251 ～ 51300
219 生活支援センターこころん 41601 ～ 41650 266 さくらんぼ 51301 ～ 51350
220 地域活動支援センタージョイ 41651 ～ 41700 267 コーヒータイム 51451 ～ 51500
221 地域生活支援センターウィズピア 41701 ～ 41750 268 ひまわり共同作業所 51501 ～ 51550
222 猪苗代町地域活動支援センター 41751 ～ 41800 270 かべや福祉作業所 51601 ～ 51650
223 ゆうゆうハウス 41801 ～ 41850 272 まごころワーク第１福祉作業所「たんぽぽ」 51701 ～ 51750
224 共同作業所希来里 41851 ～ 41900 273 てらす 51751 ～ 51800
225 あたご共同作業所 41901 ～ 41950 274  サポーターステーションあい一番 51801 ～ 51850
226 共同作業所　木の葉 41951 ～ 42000 275 田村 51851 ～ 51900
227 ひばり就労支援作業所 42001 ～ 42050 276 ぼたん作業所 51951 ～ 52000
228 自立研修所えんどう豆 42051 ～ 42100 277 東日本ケアサービス 52001 ～ 52050
229 ほっと悠 42151 ～ 42200 278 NPO法人太陽 52051 ～ 52100
230 ひまわりの家 42201 ～ 42250
231 ひまわりの家２ 42251 ～ 42300
232 フリースペースふらっと 42351 ～ 42400
233 結いの里 42401 ～ 42450
234 ひまわりの家３ 42451 ～ 42500
235  地域活動支援センターあおば 42501 ～ 42550
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5 予備
1 県北保健事務所１ 60001 ～ 60050 51 相双保健事務所１ 62501 ～ 62550
2 県北保健事務所２ 60051 ～ 60100 52 相双保健事務所２ 62551 ～ 62600
3 県北保健事務所３ 60101 ～ 60150 53 相双保健事務所３ 62601 ～ 62650
4 県北保健事務所４ 60151 ～ 60200 54 相双保健事務所４ 62651 ～ 62700
5 県北保健事務所５ 60201 ～ 60250 55 相双保健事務所５ 62701 ～ 62750
6 県北保健事務所６ 60251 ～ 60300 56 相双保健事務所６ 62751 ～ 62800
7 県北保健事務所７ 60301 ～ 60350 57 相双保健事務所７ 62801 ～ 62850
8 県北保健事務所８ 60351 ～ 60400 58 相双保健事務所８ 62851 ～ 62900
9 県北保健事務所９ 60401 ～ 60450 59 相双保健事務所９ 62901 ～ 62950
10 県北保健事務所１０ 60451 ～ 60500 60 相双保健事務所１０ 62951 ～ 63000
11 県中保健事務所１ 60501 ～ 60550 61 いわき地方振興局１ 63001 ～ 63050
12 県中保健事務所２ 60551 ～ 60600 62 いわき地方振興局２ 63051 ～ 63100
13 県中保健事務所３ 60601 ～ 60650 63 いわき地方振興局３ 63101 ～ 63150
14 県中保健事務所４ 60651 ～ 60700 64 いわき地方振興局４ 63151 ～ 63200
15 県中保健事務所５ 60701 ～ 60750 65 いわき地方振興局５ 63201 ～ 63250
16 県中保健事務所６ 60751 ～ 60800 66 いわき地方振興局６ 63251 ～ 63300
17 県中保健事務所７ 60801 ～ 60850 67 いわき地方振興局７ 63301 ～ 63350
18 県中保健事務所８ 60851 ～ 60900 68 いわき地方振興局８ 63351 ～ 63400
19 県中保健事務所９ 60901 ～ 60950 69 いわき地方振興局９ 63401 ～ 63450
20 県中保健事務所１０ 60951 ～ 61000 70 いわき地方振興局１０ 63451 ～ 63500
21 県南保健事務所１ 61001 ～ 61050
22 県南保健事務所２ 61051 ～ 61100
23 県南保健事務所３ 61101 ～ 61150
24 県南保健事務所４ 61151 ～ 61200
25 県南保健事務所５ 61201 ～ 61250
26 県南保健事務所６ 61251 ～ 61300
27 県南保健事務所７ 61301 ～ 61350
28 県南保健事務所８ 61351 ～ 61400
29 県南保健事務所９ 61401 ～ 61450
30 県南保健事務所１０ 61451 ～ 61500
31 会津保健事務所１ 61501 ～ 61550
32 会津保健事務所２ 61551 ～ 61600
33 会津保健事務所３ 61601 ～ 61650
34 会津保健事務所４ 61651 ～ 61700
35 会津保健事務所５ 61701 ～ 61750
36 会津保健事務所６ 61751 ～ 61800
37 会津保健事務所７ 61801 ～ 61850
38 会津保健事務所８ 61851 ～ 61900
39 会津保健事務所９ 61901 ～ 61950
40 会津保健事務所１０ 61951 ～ 62000
41 南会津保健事務所１ 62001 ～ 62050
42 南会津保健事務所２ 62051 ～ 62100
43 南会津保健事務所３ 62101 ～ 62150
44 南会津保健事務所４ 62151 ～ 62200
45 南会津保健事務所５ 62201 ～ 62250
46 南会津保健事務所６ 62251 ～ 62300
47 南会津保健事務所７ 62301 ～ 62350
48 南会津保健事務所８ 62351 ～ 62400
49 南会津保健事務所９ 62401 ～ 62450
50 南会津保健事務所１０ 62451 ～ 62500

6 オープン参加(13歳未満)

(１)陸上競技　※布地：ピンク色 (２)フライングディスク競技　※布地：黄色
1 福島県特別支援学校体育連盟 1 ～ 1000 1 福島県特別支援学校体育連盟 1 ～ 1000
2 福島パラ陸上競技協会 1001 ～ 2000 2 福島県障がい者フライングディスク協会 1001 ～ 2000
3 小中学校特別支援学級 2001 ～ 3000 3 小中学校特別支援学級 2001 ～ 3000
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ＮＯ 親　　の　　会　　名 ＮＯ 親　　の　　会　　名

701 福島市手をつなぐ親の会 726 棚倉町心身障害児(者)親の会 

702 福島市肢体不自由児者親の会 727 塙町心身障がい児（者）親の会  

703 二本松市手をつなぐ親の会 728 会津若松市手をつなぐ親の会  

704 保原町手をつなぐ親の会 729 猪苗代町心身障がい（児）者手をつなぐ親の会

705 伊達手をつなぐ親の会 730 喜多方市手をつなぐ親の会

706 梁川町手をつなぐ親の会 731 塩川町手をつなぐ親の会

707 霊山町手をつなぐ親の会 732 山都町手をつなぐ親の会

708 桑折町手をつなぐ親の会 733 会津坂下町手をつなぐ親の会

709 川俣町手をつなぐ親の会 734 西会津町手をつなぐ親の会 

710 大玉村手をつなぐ親の会 735 会津美里町手をつなぐ親の会

711 本宮市手をつなぐ親の会 736 南会津町手をつなぐ親の会

712 郡山市手をつなぐ親の会 737 相馬市手をつなぐ親の会 

713 須賀川市手をつなぐ親の会 738 南相馬市原町手をつなぐ親の会

714 須賀川市愛護育成会 739 南相馬市鹿島区心身障害児者親の会

715 鏡石町手をつなぐ親の会 740 小高手をつなぐ親の会

716 石川町手をつなぐ育成会 741 広野町心身障がい児(者)親の会　たんぽぽクラブ

717 浅川町手をつなぐ親の会  742 楢葉町手をつなぐ親の会

718 三春町かたつむりの会 743 富岡町心身障害児者親の会

719 船引町手をつなぐ親の会 744 大熊町自閉症児親の会  

720 都路、心身障がい児・者家族の集い「つくしんぼの会」 745 双葉町心身障がい児親の会 

721 こだまの会　（田村市常葉町） 746 葛尾村心身障がい児者親の会「きらら会」

722 白河市手をつなぐ親の会 747 いわき市手をつなぐ育成会

723 白河市大信手をつなぐ親の会    748 ＮＰＯ法人　がんばろう会

724 西郷村手をつなぐ親の会 749 下郷町手をつなぐ育成会

725 矢吹町手をつなぐ親の会

 

親の会ゼッケン番号【例：７０１○○】
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ＮＯ 市町村名 ＮＯ 市町村名

801 福島市 831 大沼郡三島町

802 会津若松市 832 大沼郡金山町

803 郡山市 833 大沼郡昭和村

804 いわき市 834 大沼郡会津美里町

805 白河市 835 西白河郡西郷村

806 須賀川市 836 西白河郡泉崎村

807 喜多方市 837 西白河郡中島村　

808 相馬市 838 西白河郡矢吹町

809 二本松市 839 東白川郡棚倉町

810 田村市 840 東白川郡矢祭町

811 南相馬市 841 東白川郡塙町

812 伊達市 842 東白川郡鮫川村

813 本宮市 843 石川郡石川町

814 伊達郡桑折町 844 石川郡玉川村

815 伊達郡国見町 845 石川郡平田村

816 伊達郡川俣町 846 石川郡浅川町　

817 安達郡大玉村 847 石川郡古殿町

818 岩瀬郡鏡石町 848 田村郡三春町

819 岩瀬郡天栄村 849 田村郡小野町

820 南会津郡下郷村 850 双葉郡広野町

821 南会津郡檜枝岐村 851 双葉郡楢葉町

822 南会津郡只見町 852 双葉郡富岡町

823 南会津郡南会津町 853 双葉郡川内村

824 耶麻郡北塩原村 854 双葉郡大熊町

825 耶麻郡西会津町 855 双葉郡双葉町

826 耶麻郡磐梯町 856 双葉郡浪江町

827 耶麻郡猪苗代町 857 双葉郡葛尾村

828 河沼郡会津坂下町 858 相馬郡新地町

829 河沼郡湯川村 859 相馬郡飯舘村

830 河沼郡柳津町

 

市町村ゼッケン番号【例：８０１○○】
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